
一

（
財
政
金
融
委
員
会
）

信
託
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
八
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
公
益
信
託
の
引
受
け
等
に
関
す
る
信
託
業
法
の
規
制
の
適
用
の
整
理

公
益
信
託
の
引
受
け
又
は
公
益
信
託
に
係
る
信
託
契
約
の
締
結
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
に
つ
い
て
、
信
託
業
法
第
三
条
の

規
定
に
よ
る
信
託
業
の
免
許
又
は
同
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
信
託
契
約
代
理
業
の
登
録
等
に
係
る
規
定
の
適
用
を
除

外
す
る
。

二
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


